
８号京都線における車載器案内について 

 

８号京都線は基本的に出口にＥＴＣアンテナを設置しておりませんので、入口料金所（巨椋池

本線料金所の除く）ご通行時に割引後の料金を案内しています。 

ただし、下記２箇所においては、これとは異なる運用をしています。 

 

① 巨椋池本線料金所 

 

第二京阪道路等の通行料金と８号京都線の通行料金を併せて収受しております巨椋池本線料

金所においては、システム処理の関係により、８号京都線の時間帯割引（平日通勤時間帯割引/

土曜・休日割引）の適用前金額が車載器で表示・音声案内されています。 

そのため、巨椋池本線料金所を通過後、しばらくご走行していただいた箇所にＥＴＣ通信用ア

ンテナ（巨椋池・阪高割引アンテナ）を設置し、巨椋池本線料金所のご通行により適用される時

間帯割引額を車載器で表示・音声案内しております。 

 

【例：第二京阪道路 枚方東 IC→８号京都線 ご利用の場合】 

（車載器案内例） 

 

 

（ＥＴＣ利用履歴発行プリンタ/車載プリンタ等印字例） 

 

 

（ＥＴＣ利用照会サービス/ＥＴＣマイレージサービス等での利用履歴表示例） 

 

 

 

 



② 山科料金所⇒鴨川東出口 

平日通勤時間帯割引もしくは土曜・休日割引の適用時間において、稲荷山トンネル（山科出入

口～鴨川東出入口間）のご通行に限り下記のとおりの割引額が適用されます。 

 

普通車 平日 土日祝 

６～９時 

17～20 時 

左記時間帯

以外 
０～24 時 

山科⇔鴨川東間 

のご通行 

２５０円 

（▲200 円） 
４５０円 

２５０円 

（▲200 円） 

上記以外 

のご通行 

３００円 

（▲150 円） 
４５０円 

３００円 

（▲150 円） 

 

 ８号京都線では、入口ご通行時に各種時間帯割引適用後の金額を車載器で表示・案内しており

ますが、山科⇒鴨川東間のご利用に限り、山科料金所で表示・案内された金額（300 円）と上記

通行料金との差額（▲50 円）を鴨川東出口アンテナで車載器表示・案内します。 

（鴨川東料金所から山科出口に向かってのご走行の場合は、鴨川東料金所ご通行時に上記割引適

用後の金額（250 円）が車載器で表示・案内されます。） 

 


